
(4.17方針)

Nara Prefecture

奈良県

新型コロナウイルス感染症にかかる

奈良県対処方針

第４回奈良県新型コロナウイルス
感染症対策本部会議



奈良県新型コロナウイルス

感染症対処方針前文



奈良県では、新型コロナウイルス感染症に対して、
感染拡大防止、医療体制充実、経済・雇用対策に全
力で取り組んできましたが、近隣大都市での感染拡
大を踏まえ、これまで以上に国や近隣府県、市町村
と連携・協力し取組を強化する必要が生じていま
す。

このたび、新型インフルエンザ等特別措置法に基
づく緊急事態宣言が、全都道府県を対象として区域
変更されました。

この目的は、人の移動の最小化により感染拡大を
食い止めることであり、その効果が発現するよう、広
域的な往来の自粛を県民の皆さまに強く要請しま
す。

そのような中、対策本部において対処方針をまと
め、県民の皆さまと力を合わせ、取組を進めます。



Ⅰ 奈良県における感染者
の状況
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感染者累計（５４名）の内訳①

性 別 男性 ３３名
女性 ２１名

年代別 ～３０歳台 １５名
４０～６０歳台 ３３名
７０歳台～ ６名
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感染者累計（５４名）の内訳②



①奈良県の感染者は、
３月２８日から、
ほぼ毎日発生
（２０日間で合計４５名）
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②奈良県内の最近の感染者
（４５名）の感染場所（推定）

１ 県外大都市内の特定場所 １８名
（県内での二次感染含む）
大都市の飲食店・勤務場所など

２ 大阪在住者の県内勤務地 ３名
３ 海外 ５名
４ 県外大都市（県外滞在歴あり）１０名
５ 感染場所の推定が困難 ９名

（県外滞在歴なし）
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確保病床数：２４床

確保病床数：６４床

新型コロナウイルス感染症による入院者数の推移

３月１８日

病床利用率５０％超は

１７都府県

（ＮＨＫ調べ、４月１３日時点）

４月１６日の

入院者数 ４０名
（病床利用率６３％）



Ⅱ 対処方針



１ うつらない・うつさない
の徹底



①奈良県民への要請
・奈良県が緊急事態宣言の地域に追加
・県内でも流行の兆し

○「医療機関への通院、食料品・医薬品・生活必需
品の買い出し、職場への通勤、健康維持のため
の散歩など、生活の維持に必要な場合を除き、外
出自粛をお願いする」（うつらないの徹底）

○「繁華街の接待を伴う飲食店等うつる可能性の
高い施設の利用自粛をお願いする」
（うつらないの徹底）

○「症状（発熱、咳、味覚・嗅覚異常等）のある方や
うつされた心配のある方は外出を控え、自宅待機
をお願いする」（うつさないの徹底）



②奈良県民への要請

・大都市では感染が急速に拡大しており、大都市
からの人の移動等によりクラスターが大都市外
の地域でも発生し、感染拡大の傾向が見られる。

○「そのような大都市への往来自粛をお願い
する」（うつらないの徹底）

○「県内からそのような大都市へ通勤されている
方は、できる限り在宅勤務をお願いする」
（うつらないの徹底）

 ｢特に、大型連休期間においては、不要不急の
帰省や旅行など、府県をまたいだ移動を自粛す
るようお願いする｣（うつらないの徹底）



③他府県民への要請

○

○｢他府県から奈良県への通勤者は、できるだけ
在宅勤務をお願いする。｣

ゆうきょう
「お住まいの地域で、休業要請が行われてい

る施設（遊興施設、遊技施設等）への府県境

を越えての利用は控えていただきたい。｣
（うつさないの徹底）



④咳エチケット、手指消毒、

部屋の換気の励行を要請

（うつらない・うつさないの徹底）



２ 医療体制の充実



① 相談

○帰国者・接触者相談センター
で受けた相談は、
必ず、外来診察に接続



② 外来診察

○外来診察ができる場所と
人員を早急に確保し、
感染不安をお持ちの方へ
迅速に対応できる体制を
新たに整備



③ PCR検査

○ドライブスルー検査（検体採取）の運用

4/15～ 奈良県総合医療センター駐車場で開始

今後、実施場所を増加

○保健研究センターの体制強化

4/20まで 4/20～
45件/日 60件/日

○民間検査機関の活用



④入院病床の確保

現在６４床

→４月末時点までに２３１床

以上に増床



⑤ 軽症者等への対応

○軽症者等（無症状の人、味覚障害

のみで元気な人など）は宿泊療養

・自宅療養へ移行

・宿泊療養するための施設として「東横ＩＮＮ奈良

新大宮駅前（100室程度）」の早期運用を開始

・今後の入院病床等の状況を踏まえ、施設の追

加等を検討



⑥ 医療用マスク等の供給

○医療機関へ調査を行い、必要な

ところへ不足のないよう確保

備蓄状況：N95マスク ２万１，０００枚

サージカルマスク ４万枚



○ 現場の状況を把握し、不足が生じな
いよう供給

○ マスク等の衛生物品全体について、
国において、責任をもって調達し、都
道府県にその見通しを示すよう、全国
知事会を通じて国に要請

⑦福祉施設等へのマスクの供給



⑧ 医療従事者への支援

○患者への対応のため勤務地
近くに寝泊まりされる医療従事者
に、宿泊施設の利用料に対する
補助などの支援を開始



３ 施設等の運営



① 学校教育

〇県立学校は、在宅を基本とする

教育活動を実施

○今後、各学校で作成した授業動

画を配信するなど、オンラインで

の学習支援を充実



〇市町村立や私立の学校の臨時

休業に伴い、仕事が休めない

など保護者が家にいない児童・

生徒の居場所を確保するため、

放課後児童クラブの活用等を

市町村に依頼



②社会福祉施設等

○介護施設、障害者施設、児童

施設については、新型コロナ

ウイルス感染症の感染予防に

最大限の配慮を要請



①不要・不急の面会の抑制

②手洗い・マスク着用・アルコール消毒の徹底

③体温計測の徹底

④物品の受け渡しは玄関で

介護施設・障害者施設・児童施設における
配慮事項



③県有施設

○当面の間、全ての県有施設での

貸館・展示等や運動施設の利用

を休止



展示施設等

・県立美術館

・万葉文化館

・県立図書情報館

・柿博物館

・同和問題関係史料センター



貸館施設

・奈良県文化会館、橿原文化会館
・野外活動センター
・女性センター
・社会福祉総合センター
・心身障害者福祉センター
・奈良県産業会館、奈良労働会館、中和労働会館
・奈良春日野国際フォーラム甍
・奈良県コンベンションセンター
・奈良公園バスターミナル（レクチャーホール）
・平城宮跡歴史公園（天平みはらし館）
・馬見丘陵公園館



運動施設

・橿原公苑
・橿原公苑 明日香庭球場
・まほろば健康パーク
・大渕池公園
・第二浄化センタースポーツ広場
・福祉パーク（体育館）
・心身障害者福祉センター（体育館）



※中止・延期したイベント等
３１６件（４月１６日現在）

○イベント等主催者には、中止、延期
または規模縮小等の検討を要請

○県が主催する全てのイベントについて
見直しを行い、中止、延期または規模
を縮小

④イベント



４ 経済・雇用対策



①経営相談窓口の設置

【相談件数】１，５６３件（令和２年４月１３日現在）

【経営相談窓口】（県内４５カ所設置）

・商工会議所（奈良、大和高田、生駒、橿原）

・奈良県商工会連合会（各商工会）

・奈良県中小企業団体中央会

・奈良県よろず支援拠点

・奈良県信用保証協会

・日本政策金融公庫奈良支店

・商工組合中央金庫奈良支店

○資金繰りなど各種の相談に対応



②県制度融資による支援

○無利子・無保証料で資金繰り

を支援

【融資申込状況（令和２年４月１３日時点）】
７３３件 ２１１億５，６００万円



○コロナまん延が原因で内定が取消された方、雇い

止めになった方を奈良県職員として雇用

（本日（4月17日）より募集開始・募集人数：２０人）

○雇用した方には、県内での就労に結びつく支援を

します。そのために、県内企業等で職場体験

（インターンシップ体験）を実施

③県の直接雇用・就労支援



④ 「特別就労相談窓口」の設置

○開設期間・対応時間
令和２年４月１７日（金）～当面の間
9:00～17:00（土・日・祝休み）

○相談窓口
・奈良しごと iセンター 電話 0742-23-5729

FAX 0742-23-5757
・高田しごと iセンター 電話 0745-24-2007

FAX 0745-24-0101

※新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点と
利用者の安全を考慮し、当面は、電話又はファッ
クスによる相談のみ



５ 庁内対応



① これまでの取り組み

職員の出勤については、

・フレックスタイム制等を活用した時差出勤
・モバイルワーク用PCを活用した在宅勤務

に取り組み

※大阪府・兵庫県在住の職員のうち、

・３９名の在宅勤務を含む８７名が出勤しない体制に
順次移行

・その他の職員の多くがフレックスタイム制を活用



新型コロナウイルス対策等、
必要な業務は維持・継続する
ことを前提に、不急の業務の
縮小・中止や、在宅勤務の
更なる活用等を通じて、
出勤者数を７割程度削減

② 今後の取り組み


